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東京都認知症対策推進会議 医療支援部会（第８回） 

平成２０年１０月２０日（月） 

 

 

【坂本幹事】  それでは、定刻を若干過ぎてしまいましたが、時間となりましたので、

ただいまより第８回東京都認知症対策推進会議医療支援部会を開催いたします。 

 初めにお願いでございますが、ご発言をされる際は、お手元のマイクを持ってご発言を

していただきたいと思います。 

 本日の委員の出席状況につきましてお知らせいたします。まず、欠席委員の紹介をさせ

ていただきますが、桑田美代子委員、神子武己委員、水村純子委員、そして山田雄飛委員

が、本日、所用により欠席されると聞いております。 

 次に、ただいま遅れていらっしゃる委員でございますが、安藤高夫委員が若干遅れてい

らっしゃる状況でございます。 

 次に、欠席幹事の紹介をさせていただきますが、小室幹事、本日欠席でございます。そ

れから、櫻井幹事が、今、若干遅れている状況かと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

 それでは、繁田部会長、よろしくお願いいたします。 

【繁田部会長】  それでは早速、議論を始めてまいりたいと思います。 

 まずは資料の確認をしていただきましょうか。 

【坂本幹事】  それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 まず、本日、公表資料ということで、皆様方にお配りをしております資料の確認をさせ

ていただきます。次第のほうの資料を見ていただければと思います。次第の次に委員名簿、

そして、資料１といたしまして、中等度の段階で必要とされる医療のまとめでございます。

資料２といたしまして、高度～終末期の段階で必要とされる医療のまとめでございます。

１枚おめくりいただきまして、参考資料１といたしまして、共通フォーマット（案）でご

ざいます。参考資料２といたしまして、東京都認知症専門医療機関実態調査（抜粋）でご

ざいます。それから、１枚おめくりいただきまして、二次保健医療圏別の状況でございま

す。それから、お手元に健康手帳、委員の皆様には実物をお配りさせていただいておりま

す。それから、おくすり手帳、これは大変恐縮でございますが、コピーということで用意

をさせていただいております。 
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 次に、委員の皆様、そして幹事に限りということでお配りさせていただいている資料に

つきましてご説明させていただきます。まず、席上配布ということで、これまでの議論の

まとめにつきまして配布をさせていただいております。それから、前回の部会の中で、新

井副部会長のほうからご提示をいただきました整理図につきましても載せさせていただい

ております。 

 資料の説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【繁田部会長】  ありがとうございました。 

 本日は、中等度の段階で必要とされる医療に関しまして最終的に整理をしたいと思いま

す。今日の議論で整理された内容に関しましては、できるだけ早い段階で公表する予定に

しております。続きまして、今回の後半から次回にかけて、高度・終末期に関して議論し

ていきますので、どのように課題を整理するか、議論の仕方を、今日、後半でご意見をい

ただいて決めておきたいと思います。 

 それでは、席上配布１の資料をご覧ください。中等度に関するこれまでの議論を踏まえ、

既に共通理解が得られているもの、そうでないものを整理して資料が作成されております。

本日はこのうち、必ずしも十二分に合意が得られていない部分に関して確認をして、資料

をまとめたいと思います。 

 １番目に中等度についての議論の進め方が書いてございます。 

 ２番目、緊急時及び緊急時以外の分類について、どのように分類して議論をしていくか

でございます。 

 次の３番、この中に少しご意見をいただくところがございます。３、身体合併症の緊急

時の対応に関してですが、その１、現状及び課題の（６）、３ページの半ばあたりに、療養

病床の活用・役割についてご意見を前回いただきまして、そのことが書いてございます。

読ませていただきますと、「一般急性期病院と比較して看護職員のマンパワーは不足して

いるが、救急医療機関・介護保険施設等からの患者の受入れを担うなど、連携を進めてい

る病院もある」ということでございます。つまり、在宅、あるいは施設等で具合が悪くな

ったときに、必ずしも一般急性期病院での治療は必要ないけれども、ご自宅で見るにはち

ょっと心配がある場合に、何らかの医療的な管理のもとで療養し、治療を受けられるため

の役割として療養病床があり得るのではないかということです。私は現実的なご意見だな

と思いますけれども、これに関して、いかがでございましょうか。 

【玉木委員】  安藤先生が来るとよく実態がわかります。今ちょっと、すみません、救
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急委員会か何かに出ていて、遅れて来ますので。 

 ただ、今おっしゃられたことは、ぜひそういう機能が発揮できる、あるいは、そういう

キャパシティーを、ある程度社会的に認知していただくような方向でいくのが本当に現実

的だと思います。 

【繁田部会長】  そのほかの委員の皆様、どうですか。 

 体が悪く、急な変化があったりしたら、それは救急病院だろうと普通は考えられるわけ

ですけれども、実際にはそこまで必ずしも必要がない、かといってご自宅ではという方は

意外に多いのではないかと思います。もともと高齢者は、さまざまな病気に関して罹患し

やすい状態にあるわけですので、療養病床ということであれば医療の管理のもとに置ける

ということでございます。 

現在の医療機関のキャパシティーでどこまで可能かという点は留意が必要ですが、療養

病床を活用するということに関してはよろしゅうございますか。場合によっては入院して、

特別な治療がなされずに、身体的なアセスメントがなされて、様子を見たうえで退院され

るということもあるかもしれないけれども、それはそれでいいと思います。 

【玉木委員】  要するに、その療養病床の方々は最近、慢性期医療協会というふうに名

前を改められて、家庭復帰を一つの軸に掲げているんですね。それは新しい療養病床のあ

り方とか、そういうものをやっぱりみずからつくり出していかなければならないと、この

統廃合の問題だとか、さまざまな問題が背景にあると思いますけど、その中での認知症対

応というのは常に考えていることと理解していますので、このような表現を入れていただ

くことは非常によいのではないかと思います。 

【繁田部会長】  ありがとうございました。 

 家庭復帰といっても、復帰したらもうそれで大丈夫ということではなく、急変時にはい

つでもまた受け入れる体制にあってということですね。そういう意味で、とてもいいと思

います。 

 それでは、これに関しては、また安藤委員がおいでになりましたら改めてご意見をお聞

きするということにして、少し先に進めさせていただきたいと思いますが、他に何かござ

いますでしょうか。 

【秋山委員】  訪問看護師として白十字の秋山ですが、ちょっと問題の整理と、それか

ら、社会資源としての東京都内でのそういう施設があるかどうかというあたりが難しいん

ですけど、例えばグループホームは、がんの末期でないと訪問看護は入れないんですけど、



 -4- 

そういうグループホームというか、そういう施設のショート利用で外から医療者を入れる

という、そういう施設の短期の活用というのは難しいのでしょうか。 

【繁田部会長】  どうでしょうか。皆様のご意見をお聞きしたい。 

【秋山委員】  今、変な話、すごい制度上の縛りで入れないというのか、入れるように

なっているけど、行けないところもあって、生活全般を支えつつ、そこに医療が外から入

れば、診断だけ、ある意味急性期のそこでして、熱がまだ下がらないんだけれども、少し

見守りをして水分補給して、でも、ちょっと不穏だから入院ではないところでといったと

きに、すぐに療養病床、実際的に新宿なんかは療養病床そのものが本当にないので入れる

こともできないし、だから、その人を家に連れて戻って、そこにだれか人をずっとつける

にしても、お金か、今だと自費対応だったりするので、ボランティアの人がいればいいん

だけど、そうもいかなかったりするので、施設を短期的にでも、そういうベッドというか

そういうところがあけば、外から何かあったら行ける格好のそういうスタイルというのは

ここにはのせられないんですか。すべてにそういう内容が多分ひっかかってくると思うん

ですけど。 

【繁田部会長】  確認させていただきますと、施設に入所されている方が体調が悪くな

ったということではなく、在宅においでになる方が具合が悪くなったときに、施設のベッ

ドを利用して、そこに医療も入って観察をするということですね。少々複雑ですが、いか

がでございましょうか。 

【玉木委員】  外づけ医療・介護がある程度自由に行える施設というのは、高専賃と、

それから、それにある程度市町村の支援がついたケアハウスだけですよね。あとの介護施

設はほとんど縛りがついていて、それは当然、国の仕事になると思いますけど、議論はさ

れているけれども、多分、私の印象では、老健だとか特養だとかにもう少し医療ニーズに

応じた外づけ医療が入れるようになるかどうかという程度ですから、事例としては、例え

ば、いわゆる高専賃のようなものをご自身で先生が建てて、診療所で在宅をやっていて、

重症化したときにはそこに一時的に入居して、そこで外づけ医療をやるというような事例

は確かにあります。ありますが、まだ非常に少ないんじゃないかと思いますけど、方向性

としては、そういうほうが個々の状況に応じた医療ができるわけですね。 

 老健だとこういう人、特養だとこういう人とか、そういう逆の、類型に人を当てはめる

ようなことよりも、フリーに、おうちで過ごせない状態を支援して、医療もそこに、その

人の個別性に合ったものが行くというのが、やっぱり私も、秋山さんの言うとおり、すご
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く必要だと思うんですけれども、制度上なかなか難しいというふうに理解しているので、

ここにそれを直近の対策として書けるかどうかというとちょっと難しいかなと思いますけ

ど、方向性としては、そういう高専賃のようなところとか居住施設でお世話する、ケアす

ることも選択肢としては十分あり得ると思うんですね。ですから、その程度のところで書

けたら書いてもいいと思いますけど。 

【秋山委員】  グループホームも制度上、がんの末期以外は行けない状態なんですけど、

グループホームの方たちは認知症の対応はすごく上手だから、そういう認知症の対応の上

手な生活の部分を支えてもらって、外から医療が入れたらどれだけいいだろうかと、がん

の末期以外でもですね。そして、そこにショート的なものをつければ、私たちは訪問看護、

もし呼ばれたら、支援をしたい、私は今、訪問看護の立場もあるので思うんだけど、実際

それが運用できない状態ですよね。だから、そういうのは国を飛び越えて都が書くわけに

はいかないでしょうしとか、療養病床をここに挙げるんだったら、そういう施設の利用と

いうのがないんですかねと思ったんですけど、どんなものでしょうか。 

【村松委員】  村松です。グループホームの場合には、訪問診療は受けられますよね。

だから訪看も同じように私は受けられる……。 

【秋山委員】  訪看はだめ。 

【村松委員】  だめですか。じゃ、実際には、看護師さんのいるところだとその治療が

受けられるということなのかな。 

【玉木委員】  その施設と医療機関が何か契約しているとか、訪問看護ステーションと

グループホームが契約しているという関係の中において、ある程度こなし得る医療をその

契約の中でやっているというのが実情だと思うので、すべて医療が全部入ってというわけ

にはいかないというふうに認識していますけど。 

【村松委員】  高専賃の場合には地域外から受け入れは可能ですよね。例えば新宿区か

ら八王子だったり、そういうところの高専賃に入ることは可能だから、そういう逃げ方を

……。 

【秋山委員】  つまり、この療養病床は一応医療の範疇ですよね。それ以外の施設系と

いうのか、それがここに適用が可能性としてあるかどうかというあたりについて、全く今

はとてもグレーゾーンが多いので、外しちゃって論議をしていくのか。認知症の方という

のは病院の中では本当に不穏になりやすいので、もちろん療養病床の方は慣れていらっし

ゃるかもしれないけれども、そのあたりをすごく心配するわけです。外からの医療を、病
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院ではない、住まいのような空間のところで提供することで、認知症の方は早く落ちつく

のではないかなというアイデアなわけですね。その辺の議論というのはもう過ぎたのでし

ょうか。 

【玉木委員】  だから、その重症度が高いほど、医療ニーズが高いほど、例えばショー

トステイ高専賃みたいのがあったりとか、高齢者専用ホテルみたいのでケアつきみたいの

とか、有料老人ホームのショートステイ版とか、あればいいと思いますけど、ただ、そこ

にはやはりそれなりのスタッフをある程度置かざるを得ないでしょう？ そうすると、高

専賃にそんなたくさん人がいるわけじゃないし、本当に管理人の方で少し何か食事サービ

スがついているという程度なので、そうなるとかなりまた料金も高く設定せざるを得ない

とか、いろんな事情が出てきてしまうのでそう簡単ではないと思いますが、あらゆる資源

はそういうふうに使える可能性はもちろんあると思うので、例えば１床でも２床でも、１

部屋、２部屋でもいいじゃないですか、そういうことをやっぱり各施設が盛り込んで経営

していくというようなことは投げかけてもいいかもしれないと思いますが、かなり現状で

は難しいかなというふうに思っています。 

【繁田部会長】  ただ、それが可能であればメリットはたくさんあるわけですね。です

ので、制度上困難であるが、こうした対応ができれば非常に望ましいことだとつけ加える

ことにしましょう。ありがとうございました。 

 続きまして、身体合併症の緊急時の対応の中で、３、基本的な考え方ですけれども、そ

の一番最後にも療養病床が出てきまして、同様のことが書いてございます。この点に関し

ても了承いただいて、この記載を加えさせていただこうと思います。 

 同じく療養病床に関して、４、今後の対応策の「○」の２つ目、かかりつけ医をバック

アップする体制の構築の３番です。ここも療養病床に関しての記載を加えさせていただき

ました。 

 先ほど秋山委員から、実際の療養病床のキャパシティーについて、新宿などはほとんど

ないというお話がありました。委員の皆様はご存じのように、東京都は、療養病床がほか

の都道府県に比べて非常に少のうございます。ただ、全国的に療養病床を減らしていこう

という判断に対して、既に東京都は増やすという判断をしております。ですので、認知症

だけでなく、難病等を含め、療養病床の役割を議論していく意味は十分にあるだろうと思

います。これに関しては、おそらくかかりつけの先生にとっても、急性期病院に救急車で

運ぶほどではないんだけれどもということから、安心感もあっていいと思います。 
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【玉木委員】  ですから、在宅医療のバックアップ病院としても機能しようと考えてい

るし、その中に認知症医療も当然入ってくるでしょうし、緩和ケアも入り得るのかもしれ

ない。療養病床のほうがそういう取り組みをするには、ある一定の病床をやっぱり回転を

よくする努力をする。今、一般病床が回転が早くなっちゃったので、その受け皿として療

養病床もいっぱい。さらに療養病床にそういう機能を発揮していただくには、さらにそこ

から次の出口が必要ということに連なっていくんだと思いますけれども、一応、地域医療、

特に在宅系の医療のバックアップ機能をやっぱり持ってもらえると、非常にかかりつけ医

レベルは助かるというのが現状だと思うし、そういう意思は療養病床の方々にはあるとい

うふうに私は認識しています。 

【繁田部会長】  ありがとうございました。 

 いかがでございましょうか。 

【新井副部会長】  新井です。安藤委員が来られてからのほうがいいのかどうかわかり

ませんが、今の玉木先生のお話の中で、療養病床を医療経済的に考えてみるとどうかとい

うのが、今、頭の中にちょっと浮かんだんですけれども、認知症の人なり、緩和ケアも含

めてですけど、ある程度包括で設定されていましたね。それがだんだん下がってきている

傾向がありますかね。そんな中でその存在意義を高めていくというのもとっても大事だと

思いますけれども、経済的にこういう新しい方を受け入れるというのはそんなに抵抗はな

いでしょうか。 

【玉木委員】  区分３、区分２、区分１というふうに分かれていて、区分１は、意識障

害があって寝たきりで、経管栄養や胃ろう等をしているけれども、医療ニーズがそう多く

ない方々というカテゴリーになっていて、そこが医療費が非常に削減されているわけです

ね。ですから、その方々はずっと療養病床に入りっ放しの必要はないだろうと。そこをど

ういうふうに活用していくかということが一つ経営上の問題にもなってくるし、社会的に

もそこがただ入りっ放しで使われてしまえば経営もできないし、社会的入院という意味合

いも出てきてしまいます。その辺をどう、この療養病床の人たちが上手にその病床を使う

努力をしてくれるかということもあると思います。また、せざるを得ない状況に多分、安

藤先生に聞けばわかりますけど、陥っているというのが状況ではないかなというふうにち

ょっと思っていますので、ぜひそこを上手にやっぱり活用していただけるように、我々も、

認知症ということを申し入れていきたいと思います。 

【繁田部会長】  ここに、１つの例として「輪番を組み」という表現を入れさせていた
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だきました。今ほど玉木委員からお話がございましたけれども、いかに効率よく病床を活

用するかという観点から、手を挙げていただいたところで順番を組み、必要なときにはそ

の担当のところが一旦受け入れていただくという方法があり得るのかどうかですね。療養

病床は本来はそういう役割ではなかったので、このような例は全国的にもありませんし、

東京都では一般の救急でも輪番制はございません。ただ、１つの方法として、ご家族も、

ご本人も、あるいはかかりつけ医も安心だということであれば、それも有効なのではない

かということです。 

 それでは、これに関しても、後ほど安藤委員がおいでになりましたら、また改めて皆さ

んのご意見をお聞きしたいと思います。 

 それでは、まだ幾つか課題がございますので、先に進めさせていただきます。連携ツー

ルのお話が以前から出ておりました。いわゆる共通フォーマットで、参考資料１の左に縦

長の図があります。専門医とかかりつけ医の紹介、逆紹介、それから、かかりつけ医、あ

るいは一般病院からケアスタッフへの情報提供、こういう図を頭に描きながらご意見をい

ただければと思います。まずは１枚おめくりいただきまして、だれがどのようにその情報

を共有するかという問題があります。認知症の方にはいろんな方がかかわるわけですから、

その情報を送り手と受け手、つまり紹介する側とされる側だけではなく、それにかかわる

人たちみんながその情報を共有したほうが、よりご本人、ご家族にとって望ましいだろう

ということです。 

 ただ、そのときに、紹介状や逆紹介状は医療保険の中に組み込まれて、既に制度として

定着しておりますけれども、ケアスタッフの方にもその情報が流れるとなると、どの範囲

までどういう情報が流れていくのかという問題があります。場合によってはご家族やご本

人が、不特定多数の人には知られたくない情報というものもあるかもしれないということ

から、これに関しては議論が必要だろうと思っております。 

 多分、ケアをする方からすれば、医療情報も含めすべての情報が得られれば、無駄なも

のはないとお考えになるかもしれないですけれども、どのような職種までというところで

いかがでしょう、ご意見をいただきたいと思います。 

【村松委員】  これは、多摩市がモデル事業で作ったものです。ここに「わたしのメモ」

というところがありまして、かかりつけのお医者さんの項目が４項目、それから、ケアマ

ネジャーさん、介護スタッフ、それから、家族、親族、近所の友人、自治会長、民生委員

というふうに各項目が、それは自分のメモですから、ほかの人に見られるわけではないん
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ですね。このマップを電話機の下に置きましょうということになった。緊急で何かがあっ

たときに、そこに入った人が電話機の下からとれば、この情報は見られる。だから、どこ

の市町村にもあるわけではないんですけれども、これって結構、かかわる人にとっては、

この１枚を見ることによって随分情報を得ることができるんじゃないかなと。問い合わせ

れば答えてはいただけると思うので、そういうのがいいかねという話をして……。 

【繁田部会長】  確認をさせていただくと、市がつくって、高齢者、あるいは患者さん

にお配りして、患者さんないしご家族が管理をするものですか。 

【秋山委員】  認知症サポーターが持っているんですよね。 

【繁田部会長】  電話の下に置いておくというのは何ですか。 

【村松委員】  サポーターさんが、個々にご近所の認知症だけではないですが、高齢者

でひとり暮らしで家族のいない人とか高齢者世帯の人たちに、１軒１軒回って、それを説

明しながら渡す。それを電話機の下に置きましょう。 

【繁田部会長】  そういう人たちの自宅の電話機の下に置いておき、その手帳に必要に

応じて書き入れてもらってくださいということですか。 

【村松委員】  書き入れは、メモを書きましょうと。だから、ここのところが非常に難

しいところで、これをみんないるところで書こうかという話にもなったんです。サポータ

ー養成講座に高齢者も来ていただいて、そこでみんなで見ながら書きましょうかという話

にはなったんですけれども、それだとやっぱり見せたくない人がいるので。 

【繁田部会長】  書くのはだれですか。 

【村松委員】  個人です。 

【繁田部会長】  そうすると、周りから自分がどういうことを気をつけたらいいかとい

うアドバイスをもらい、それをサポーターの前で書いたりするということですか。 

【村松委員】  むしろサポーターさんよりも、地域包括の人がかかわったときにこの手

帳が回るかなという気はいたします。「ありますか」というところで、かかりつけのお医者

さんだったりというのは、入りやすい、書きやすいかなというふうに思います。 

【繁田部会長】  生活上の注意というよりは、自分がかかっている医療機関、あるいは、

使っている介護サービス、事業所等ということになるんですか。 

【村松委員】  そうです。 

【秋山委員】  今、議論しているのは、医師から医師へという、医師のフォーマットな

んだけれども、先ほど見せてもらったときに、つまり主介護者がいるようでいなかったり、
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かかわっているキーパーソンに、きちんとこういう流れになっているというあたりが、つ

まり、その他というか、これだと紹介目的、服薬、介護保険の利用、ケアマネ・連絡先だ

けなんですけど、実を言うと、遠方のそういう、突然運ばれたときにだれにどう連絡すれ

ばいいかというのが、ある意味、これだとそういうときに本当に何もわからなくて、一体

だれにかけたらいいかって困るんですよね、緊急のときに。 

【繁田部会長】  限られた情報であったとしても、極めてそういうときには有効だとい

うことですね。 

【秋山委員】  有効なんですよ。もちろん結果的に、薬の中身とか、それとあと認知症

の状態、こちらの逆紹介型、専門医からかかりつけ医では、この認知症の内容をきちんと

判別していて、その下に留意点を入れて、薬があって、治療の状況があって、説明をどう

したかということなんですけど、この関係性みたいなところがというか、だれに説明した、

家族等、説明の内容で、だれにというか、その辺が、人がすごくキーになる場合があって、

それがどこかにあれば話しやすいときがあるので……。 

【繁田部会長】  ということは、紹介とか逆紹介の書類よりは、むしろこの後ご意見を

お聞きする手帳のお話がありますけれども、そちらのほうにこういった情報や、生活上注

意すること、例えば病院で聞いたことでも、紹介状の中に書いてあることでも、これは本

人も家族もぜひ注意してくださいということを、そこに入れるような形にしたほうがいい

ですか。 

 そうすると、今の紹介・逆紹介の際に算定できる点数の問題なども、別々のシステムと

して機能させることはできると思います。ケアスタッフもいろんな方が入れかわり立ちか

わり変わるので、手帳のほうが個人情報の管理の問題もクリアしやすいですね。 

【玉木委員】  今、高齢者福祉計画をつくっていて、各区市町村もいろいろモデル事業

の取り組みのいいものを福祉計画の中に具体例としてのせようという中で、個人情報をど

うするかという問題は、災害時に消防署の人がひとり暮らしの人を知っているかという意

味において、いろいろな取り組みがなされているのですが、かなりの市区町村でそれが本

人の同意のもとに集約され、かつ、それがある一定のライフラインや救急を支える人たち

に行っているモデルケースが、結構、思っているより私はいっぱいあるなと思ったので、

それは区市町村ごとに今、乗り越えている段階なのだろうと思うし、そういう事例が出て

きているのだから認知症でもやれないことはないというのと、もう一つ、千代田区でした

っけ、緊急キットというのがあって、こういう筒になっていて、この中に巻紙みたいにし
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て、ひとり暮らしの人が緊急時に、救急車が入ったときに、これは冷蔵庫に入れてあるこ

とになっているんです、赤い、こういうパッケージで。その中に医療情報が入っていて、

救急隊の人がぱかっとあけてそれを見るというので、玄関に、そういうキットがあります

ということがシールで張ってあるという取り組みをしている例が千代田区でありました。

だから、手帳をどういうふうに活用するかという中で、僕は、すごくアイデアの一つとし

て使えるんじゃないかなというふうに思いましたけど。 

【繁田部会長】  それは詳しくお聞かせください。区がつくって、各お宅に配布するん

ですか。情報の更新の仕方などもわかるといいのですが。 

【玉木委員】  それ、僕、資料を持っていたんだけど、今日持ってくるのを忘れちゃっ

て、どなたかご存じじゃないですか、千代田区か何かのその事業。それは、この間のとき、

ちゃんと具体的なものを見せてもらったし、内容も細かく書いてあるのを見せてもらった

ので、そうですよね、すみません、肝心なところがわからなくて。 

【繁田部会長】  冷蔵庫であれ電話の下であれ、いつも、どのおうちでも大体同じとこ

ろにあるということが大事ですよね。わかりました。 

 それでは、今までいただいたご意見を踏まえますと、紹介状そのものの内容や写しとい

うよりは、手帳のほうでその情報は扱い、更新をしていきましょうということでよろしい

でしょうか。 

 そうしましたら、続きまして６ページの下、まさにその患者手帳と書いてあるところで

す。後ほど具体的なフォーマットに関してはご意見をいただきますけれども、差し当たり

概略を確認しておきたいと思います。まず、（２）形式でございます。手帳形式を基本とし

て、基本属性を記した必須事項のページです。医療機関、サービスの利用状況、何かあっ

たときにそこに連絡すれば詳しいことがわかるという、緊急時の連絡先、あるいは、場合

によっては服薬情報等、最小限の情報であり、先ほど多摩市のお見せいただいたものと内

容はほぼ同一だろうと思います。 

 それから、自由記載のページというのは、折に触れて、その人を治療に当たった人や看

護した人、サービスを提供した人が、気がついたことをそこに書いておき、ご本人やご家

族、あるいは、また別の人がケアをするときに参考にするというものです。繁雑な形式に

はせず、自由に書けるように単に線だけ引いてあるようなものがいいかなと思います。７

ページの一番上に、手帳例が載っていますけれども、「何月何日、食事のときはむせやすい

ので気をつけてあげてください。繁田」。職種の記載はあったほうがいいと思いますが、慣
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れてきたら名前だけでもすぐわかるかもしれません。ですので、例えば救急で運ばれて、

命にかかわるような場合は別ですけれども、検査のための入院の場合など、あまり侵襲性

や緊急性は高くないけれども、やはり何かしらの対応は必要だろうというときにこういう

のをぱっと見ていただく。 

 私のイメージとしては、書かれていない人が半分、あるいはそれ以上でいいと思います。

強いて注意すればということで多くのことを書いてしまうのではなく、どうしてもこの人

はこれを注意してほしいということだけ書かれるくらいでいいのではないかと思います。

この手帳を持っていることに気がついたら、そこのページを見て、「この人は転びやすいか

らこれだけは気をつけましょう」というイメージです。そこでこのような記載例を作成い

たしました。 

 ついでに（３）情報の内容も説明して、並行してご意見をいただければと思います。既

に説明いたしましたが、必須事項のページというのは、基本属性等、ごらんいただいてい

る内容です。医療機関・サービスの利用状況、緊急時の連絡先等々です。自由記載欄は、

いつ、だれが書いたかを必須にして、あとは自由に書けるようにしておく。形式ばって区

切ったり、升目をつくったりしないほうが効率的かなと思います。 

 情報の内容の黒ポツの４つ目です。サマリーの項目についても、手帳に含めてしまうこ

とは可能ではないか、ということですが、まさに先ほど議論していただいたことです。紹

介や逆紹介のときに必要な注意事項等というのは、紹介状の別様式や別紙よりは、手帳に

直接書いていただくという案もあったので、ここに書いてあります。 

 いかがでございましょうか。私の案ですので、今までのご経験からご意見をいただけた

らと思います。 

【玉木委員】  その属性だとか緊急情報というもの以外にも、今、先生がおっしゃった

ようにいろいろなことが書き込まれていれば、それは病棟の看護師さんが看護計画を立て

るときも見るだろうし、基本プランを、あまり医者が、ずらずら書いてあるのを読むとも

思えないけど、読み込んで、それを拾い読みして使えるという情報が書いてあれば、基本

的な嚥下やいろんなことが書き込んであれば、それは有用だと思いますので、これは認知

症にかかわらず、何かそういう共通ツールということがあっていいと思うんです。 

 健康手帳の話をしていいですか。 

【繁田部会長】  はい。お願いします。 

【玉木委員】  これは、この間お話ししたので、福生市からもらってきました。これは、
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どうも聞いたら、都がお金を出してくれているって言っていましたけど、国のあれで都道

府県が補助主体になって、区市町村が活用していると。この内容を見ると基本健康診査と

か書いてあるから、まだ長寿医療制度とかには対応していないようですが、我々は、これ、

かつて外総診といって、高齢者の方の包括外来診療のときに、ここに主治医がだれかを書

き込むということが国の定めだったので使われたんです。ぱっと見ると、体重だとかいろ

いろな基礎情報も書いてあるのと、検診記録、それから、基本チェックリストが２４ペー

ジとかに書いてありました。それから、体温だ何だってありますが、最後のほうは自由記

載になっているんですね。 

 これは、現時点では、うちは結構、持ってくる方には書いているんですけど、共通認識

で使われているかというとなかなか難しい面もありますけど、何かツールとして使うとし

たらこういう既存のものはあるので、中身を、こういう属性が書き込めるようなフォーマ

ットにすることを、例えば東京都のほうが、お使いの区市町村に対して提案していただけ

ればすぐ変わるものだと思うんですよね。ですから使えなくはないというふうなことで、

ちょっと今日、見ていただこうということで出しました。 

【繁田部会長】  ありがとうございました。 

 そうしましたら、まずはこの中等度の概略に関してお認めいただき整理をさせていただ

いて、後ほど、紹介状も含めて、このフォーマットに関してご意見をいただければと思い

ます。 

 それでは、先に進めさせていただきます。手帳を有効活用するための方法として、普及

啓発活動が考えられますが、これに関して１点問題があります。認知症であるということ

を知られたくない人もいるだろうと思います。そういう人は手帳の交付を拒否してしまい、

必要な人には行き渡らないおそれがあるのではないか。あるいは、認知症について正しく

理解していないご家族から理解が得られない可能性もあるのではないかという問題です。 

 その一方で、少なくとも手帳を使っていこうと思っている人には習慣づけてもらえれば、

徐々に見ることが当たり前になっていくだろうという意見もございました。 

 まずはその普及啓発活動ですけれども、交付を拒否することもあるのではないかという

点に関してはいかがでございますか。 

【秋山委員】  例えば同じようなマークが入るとか。物忘れ外来に、顔の上にはてなマ

ークがついたような、シンボルマークみたいなのをつくっているところがありますよね。 

【繁田部会長】  クエスチョンマークが目玉になっているものですか。 
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【秋山委員】  そうそう。突拍子もないアイデアを出すのはちょっといけないかもしれ

ないのですが、同じものをみんな持っているんだけど、ちょっとどこか違うから、そのと

きは注意して見ようというようなふうだとだめなんですかね。 

【繁田部会長】  一つのご意見だと思います。 

【西本委員】  シールを張っちゃう。 

【秋山委員】  これはあなたの特別な手帳になるので、大事だからわかるように張って

おきましょうというような。知られたくないとか、結局知らせるためにやっているんだけ

ど、危険かもしれませんけど、あなたのためにこれは特別ですよという意味合いでシール

が張られるとか、そういう、本人をすごく区別する、区別しているか……。同じものを使

っているんだけど、それとなく違いがわかるほうが、全く別のものを使うということでは

ないほうがいいのではないかなと。そのためにはそういうやり方もあるのではないかなと

思うんですけど。 

【繁田部会長】  逆に、区別しないという手もあると思います。かかりつけの医療機関

や利用しているサービスが書いてあり、これだけ濃厚なサービスを使っているとなると、

見る人が見れば認知症とわかるかもしれないですけれど、あえて書かないようにする。生

活上の注意も、むせに注意、転ぶのに注意ということが書いてあっても、それも別に問題

ないですし……という方法も一つあると思うんです。 

 あとは、書くとすれば認知症であることもわかる形で本人に選択させるのか、それとも、

わからないならわからないままで、とにかく皆さんに使っていただこうとするのかという

のは、ここで議論して一定の結論を出したいと考えているところですけれども。 

【玉木委員】  このフォーマットを見ると、要するに生活機能に関するフォーマットが

かなり書き込めるようになっていれば、認知症とあえて書く必要は、先生の言うとおりな

いかもしれないですね。あるいは、認知症の人の情報を書き込むというページがぺらっと

１枚あるけど、別にそうじゃない人はそこは使わないみたいな形で、生活機能のこととか

がしっかり書き込まれていくようなフォーマットにしていけば、高齢者の方々、どんなこ

とでも活用できますので、そういう感じでみんなが持っているものを持っていると。よく

使われていればぼろぼろになっているからわかりやすいし、何か中身が濃そうだなという

のもわかるので、内容じゃないですかね、ある程度動機づけできるような。せっかくある

ものが使われていないとすれば、それはそれで活用する、区市町村にはぜひ活用してもら

うと。少なくとも福生市はこれをつくって、今年も配っているというか、上げているわけ
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ですよ、何歳になった人に、やっているというのは確かなので。 

【繁田部会長】  手帳を見た人が、これを持ってこられた人が、認知症なんだとか、認

知症があるなしが区別できたほうがいいのかどうかということですけれども、ご本人が持

つものなので、ご本人が見て、ご本人が書いてほしくないと思うことは書いていないほう

がいいですし、書く必要もないと思います。もともとこういう手帳があったほうがいいと

思ったのは、認知症の方だと、やはり十分に自分が使っているサービスが説明できないと

か、医療機関に状況を十分に説明できないという部分があるので、そういう手帳があれば、

見た人がその情報を活用できるのではないかということです。 

【秋山委員】  必ずシールを張れと言っているわけではないです。ただ、特別なものを

つくるんだったら、一般のものを使って、ちょっとわかりやすくするような工夫が要るの

ではないかということなんですけど。 

【繁田部会長】  認知症の方でも、医療機関にかかるときに支障が少なくなるような情

報が入っているということですよね。 

 一般の健康に関する手帳につけ加える、あるいは、可能であれば東京都からフォーマッ

トを提案していただくということで、新たに認知症手帳を作る必要はないと思いますが、

よろしいでしょうか。 

【新井副部会長】  そこは、疑問の、まだ解決は私の中ではしていないんですけれども、

どのくらいこれを、実現性を持とうとしているのか、本当に提案だけなのか、どの程度実

践しようとしているのかという、その辺の、この委員会としての、あとは東京都の意気込

みにもよるんでしょうけれども。まずモデル地区を使ってやるとか、いろいろその辺の実

際の方法論のところはどうなんですかね。 

【繁田部会長】  予算の関係もあるので、それは方法によって異なると思います。例え

ば、各地域に既にフォーマットがあり、改訂版を出していらっしゃるところは、その改訂

版にこういうフォーマットをつけ加えてくださいというのを東京都が提案するという……。

【新井副部会長】  これを改訂してやるというのは、結構、具体的な可能性としてはあ

るんですか。 

【玉木委員】  少なくとも基本健康診査ってなくなりましたので、これはもう改訂しな

ければならないですよね、来年度以降もやるとしたら。これがどの程度、都が全体の予算

を組まれているのかちょっとよくわかりませんし、どういうふうにいっているかわからな

い、その辺がある程度わかれば、活用できるところは出てくるんじゃないかと思います。 
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【秋山委員】  これ、「（制作）財団法人長寿社会開発センター」ですよね。 

【玉木委員】  フォーマットがでしょう、どういうふうに、これ……。 

【秋山委員】  普通は何年版とか、いつ改正とかいう……。 

【玉木委員】  福生市の人に聞いたら、都からお金をもらって使っているんですけどと

いうような、買っているのか、使っているのかわからない。 

【事務局】  健康手帳の現在の制度について簡単にご説明させていただきたいと思いま

す。玉木先生にご用意いただきました健康手帳に書いてありますとおり、もともと老人保

健法にのっとって配られている制度でした。今年度から老人保健法はなくなってしまいま

して、健康増進法のほうに制度が引き継がれております。 

 今年度から制度が変わりますので、都の補助制度が具体的にどうなるかというのはこれ

からの話になるんですけれども、これまでどういうふうにやっているかというと、基本的

に、国の要綱で、３分類ぐらいのこういう項目を書かないといけないというものが大まか

に決まっているだけで、その３分類の中身をどういうふうにつくっていくかというのは区

市町村の自由な判断にゆだねられています。ですので、この福生市で使っているような、

財団がつくったフォーマットをそのまま生かされているところと、例えばバインダー形式

にするなど、区市町村で使い勝手などを考えてつくり直しているところもあります。 

 国庫補助も入っておりまして、国と都と区市町村で３分の１ずつの負担という形になっ

ております。国庫補助も引き続き今年度も継続される予定でおりますので、制度の大まか

なところとしては変わらない。費用は、最終的には３分の２が区市町村以外から補てんさ

れますが、事業の実施主体、配る主体としては、区市町村がそのまま継続される予定でお

りますので、そうしますと、東京都のほうから提案して、区市町村でそれに意義があると

いうふうに思っていただければ採用していただくということも可能ではないかというふう

に考えています。これまでの発行実績ですけれども、都内の区市町村で一冊も発行してい

ないというところはありません。すべての区市町村がやっているということでした。 

【繁田部会長】  そうしますと、新井委員からのご質問ですけれども、前回の会議で、

こういった既存のものに挟み込む形でという意見もありました。その場合にはおそらく、

提案ではなくて、物をつくらなければいけませんので、予算が生じて、モデル地域を設定

することになるだろうと思います。 

 その一方で、今、事務局から説明がありましたように、提案をしてフォーマットを変え

ていただくということであれば、それは全都でぜひやってくださいということで、この部
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会から提案させていただくことになると思います。現実的には、全都でお願いするという

方向だったら一番いいですよね。 

【事務局】  そうですね。お金がかからないというのもありがたいんですけれども、前

回の議論の中で、高齢者になると手帳がいっぱいあって、あれやこれやという管理も難し

いのではないかというお話から、おくすり手帳と健康手帳の話が出たんだと思います。実

際、福生市では非常に活用されているというお話でしたが、私どももあまりほかの地域で

はぴんと来ないところがありましたので、発行状況を見てみたところ、全区市町村で配っ

ているということでした。そういうことであれば相乗りも考えられるかなと。健康手帳そ

のものの意義ももうちょっと強くプッシュしてもらうということも考えてもいいのかなと

いうふうに、その実績を見て思いました。 

【繁田部会長】  そうしましたら、そのような形で提案させていただくということでよ

ろしいでしょうか。 

【新井副部会長】  ちょうど時期的にも改訂するという時期で、しかも国も絡んでいる

ということであれば、これを使うのは一番いいと思いますし、名前もちゃんとついている

し、異論はありません。 

【繁田部会長】  ありがとうございました。 

 そうしましたら、あとは、かかりつけ医の研修等でそれを使っていくということと、患

者さんやご家族が持っていたら、ほかの病院に行くときにはそれを必ず見せるようにアド

バイスしていくということも効果的ですね。 

【新井副部会長】  ちょっと追加でいいですか。先ほどの連絡先の話もありましたけれ

ども、紙媒体だけというのと、将来はＩＴ化の中で、いかにデータとして、紙、これをな

くしてもどこかで残っているという、やっぱりコンピューター化も考えて対策をとったら

いいんじゃないかと思うんですね。これをなくしたら終わりですからね。そうすると、今

の議論は、中等度に進んだ人の段階の特にあれですよね、この手帳を使おう……。 

【繁田部会長】  中等度から発している、ただし対象になるのは……。 

【新井副部会長】  もちろんそうだけど、一番紹介したり、かかったりして、中等度あ

たりからだと、家族が使ったり、ケアマネさんが使ったりする段階ですよね。初期のとき

はもちろん自分で使いますけど。そうすると、大体なくしたりということもあったりして。

何を言いたいかというと、東京都もこういったものに一つ絡んだらいいんじゃないかなと

思っているのがあって、それはもちろん本人の意思、それから家族の意思があってのこと
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ですけれども、登録できるようなとか、何とかバンクというのがあるじゃないですか、こ

の人については、何かあったときにはここに連絡してほしいと、先ほどの必須のあれもあ

りましたけれども、そういうのを元気なときに家族なりケアマネさんが一緒になって、ど

こか、東京都が、あるデータベースに入れておくとか何かあれば、緊急のときに手帳がな

くても、そちらにアクセスしてそういう情報を得られるとか、少しＩＴ化のあれも、単に

紙ベースだけじゃなくて何か案があったらいいんじゃないかと。具体的にちょっとよくわ

からないですけれども、その辺も提案しておくのがいいんじゃないかなと、今後の将来に

向けては。 

【繁田部会長】  今の段階では、この手帳で書くという手作業ですね、マニュアルの作

業なので、どこかでそれをデータとして残すのであれば、電子媒体に変えるシステムが必

要になってきます。多分、簡単には、すぐにというわけにはいきませんけれども、それも

課題としてつけ加えておきますか。 

【新井副部会長】  これを全部電子媒体にするということではなくて、さっき言ったよ

うな必須の情報とか何かを、本当の最小限の情報だけをどこかのバンクに入れておくと、

そうすると、ケアマネなり主治医なりがアクセスしたときに情報をもらえると。それを前

もって元気なときに本人からお受けしておくというようなプロセスを経れば個人情報は大

丈夫なんじゃないかなと思うので、そういう望ましい電子媒体を使ったプランとしてとい

うのを加えておいてもらえればいいんじゃないかと。 

【玉木委員】  ちょっと正確に覚えていないんですけど、今年、既に保険証のＩＣカー

ド化がモデル事業で始まっていて、たしか厚労省が、その使用に関するアンケートだとか

そういうのを具体的にもうやっていますので、それが全国に受け入れられるかどうかは別

として、そういうＩＣカード等の普及に合わせて、こういう情報をぜひそこに入れるよう

にというような書き方をしておいたらどうですか。自分たちでＩＣカードをつくってやろ

うとかいうとまた大変なことになってしまうので、そういうものが実用化される方向にあ

るだろうから、こういう認知症に関する緊急情報も入るようにしたらどうかというような

書き方をしておけば、とりあえずは入れられると思うんですけど。 

【繁田部会長】  おそらく新井委員がおっしゃったのは、ＩＣカードですと、媒体が紙

から物に変わっただけで、なくしてしまうという意味なんじゃないですか。 

【玉木委員】  データベースに入れると。 

【繁田部会長】  おそらく、名前と生年月日でアクセスすると、ということなので、そ
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ういうことですね。 

【新井副部会長】  そうです。 

【秋山委員】  うちは、私の立場は民間の事業所なので見れないんですけど、区をまた

いでは公開できないんでしょうけど、区の包括と区役所で介護保険情報は閲覧しているわ

けですよね。そこにはかかりつけ医意見書、それから、調査員の調査票で、認知症高齢者

の自立度までみんな公表されて画面に出ていて、私たちがちょっと問い合わせ、相談が入

ったんだけれども、介護保険、何だかよくわかんないんだけれども、でも、私たちは見れ

ない、うちの立場は見れないけど、そちらはわかりますよねと言うと、わーっと画面で見

ているわけですよ。だから、情報は、変な話、公開されて、そこにあるんだけど、その情

報は医療機関にかかったときはもちろん利用できないわけで、逆に、問い合わせたら、そ

こにいる包括は、自分のエリアの人たちは把握をしている、介護保険を申請しているか、

申請をして非該当になっても特定高齢者として一応把握されているので、その辺……。介

護度が出ていなくても、介護保険のナンバーと住所と生年月日でもう見れているので、実

はあるんです。 

【新井副部会長】  それじゃなくて、先ほど言ったように、必要な連絡先の４人とか５

人とかのがあったでしょう。あれがないんじゃないかという議論をしている。 

【秋山委員】  変な話、先生のイメージって、患者登録の感じですよね、患者登録のデ

ータベースみたいですよね。 

【新井副部会長】  いや、全然違う。先ほどの、電話の下に置いておくという最小限の

あれがとても重要だというような、そういうところが、この紙媒体だけだとなくなっちゃ

うんじゃないかという話を……。 

【村松委員】  なくなる可能性はあるんですけれども、ゼロではないんですけれども、

かなり進行した方でも、電話機の下を見てと言うと、ほぼ、かなり進行した人でもそこの

下には確実にあるという話は聞いているんですね。だから、結構動かさない、電話機って

あまり動かさない。 

【新井副部会長】  そういう話じゃなくて、なくなるとかどうかじゃなくて、やっぱり

きちっとシステムとして、今じゃなくて、１０年、２０年後の電子媒体を使ったシステム

を、やはりこの委員会としては提案しておいたほうが将来的なプランとしてはいいのでは

ないかと、紙媒体だけではなくてという話です。 

【繁田部会長】  持ち歩くと紛失する危険もありますので、データベース化について提
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案をさせていただくということにしたいと思います。ありがとうございました。 

 手帳の内容をということですね。 

【新井副部会長】  そうですね。その必須の情報をバンクの形でということです。 

【繁田部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、手帳についてはこのくらいにさせていただいて、次に進めたいと思います。 

 ４、周辺症状の緊急時の対応というところでございます。ここも幾つか課題がございま

した。４番、入院時、５番、退院時というところです。入院時に関しては、周辺症状があ

って入院させようと思っても病床が空いておらずなかなか入院できない、あるいは、精神

科の病院ではご家族にとっても抵抗を感じ迷っている間に悪くなってしまうこと。その一

方で、精神科の病院では、さまざまな身体的治療がなされている場合ですと対応し切れな

いという懸念がある。 

 一方、退院時に関しましては、ご家族の知識が必ずしも十分ではないということで、一

旦治療が終わって症状が落ちついていても、やっぱり心配だということでなかなかご家族

が受け入れられないということがあったり、一旦疲弊しきってしまうと、よくなってもな

かなか自宅で受け入れられない状況があるということです。 

 これらが課題でございますが、これらをうまく解決できるようないい案というのはなか

なか出るものではないです。やはり何よりも早目の対応をし、緊急時に至るケースを少し

でも減らしていくことが大切だろうということで、（３）かかりつけ医と専門医による連携

方式というところです。早目の対応をすることで、緊急時に至っても在宅生活を継続する

ことができる。むしろ早目の対応を心がけることで、緊急時に至ることが減るという意味

です。 

 それから、５番、専門医療機関に求められる機能としましては、これは各論になります

けれども、どの症状に対して治療の目標を設定するのか、その治療を行うときにどんなメ

リットがあり、どんなデメリット、副作用があるのかという説明が必ずしも十分ではない

ので、専門医療機関にはそういった説明にも時間を割いていただくことを提案しようとい

うことです。 

 それから、５、関係者の役割分担の（１）本人及び家族のところです。家族にとってみ

ますと、物忘れというのは気がつくんですけれども、気分の変化となると、認知症のため

にご本人が追い込まれてそういうことが起こっているということと関係づけて理解するこ

とができない。そのため、精神面での症状に関して、かかりつけ医や専門医療機関への相
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談が遅れるということがあるので、それについても家族は相談をする。むしろ、物忘れが

また悪くなりましたということを相談するよりは、最近は気分が落ちついていますとか、

少し最近いらいらして心配ですということを相談することが重要であり、そのような啓発

活動が必要だろうと。このように早目に周辺症状の火を消すということが現実的な対応で

はないかということで、委員の皆さんの意見を整理させていただきましたが、いかがでし

ょうか。 

 ご本人やご家族にどうやってこのことを知っていただくかですが、例えば、折に触れて

こういうことを家族会の中心的な役割や指導的立場にある方から家族会の方にアドバイス

してもらえるといいなと思います。治療のお薬をもらったら、あとはもう家族で対応しな

ければいけないと思い込んでいらっしゃるご家族がいるかもしれないので、こういうこと

こそ相談してくださいということを知っていただくことは重要だと思います。 

 どうぞ。 

【秋山委員】  村松さんにちょっと助け船を出していただきながら。私は、本当に排便

が十分にうまく、排泄のところがうまく……、尿失禁は、隠しちゃったどうのこうので、

結局それで尿路感染を起こしたりすることもあったりするんですけど、便のほうで結構、

重篤になるまで、腸閉塞寸前みたいなところまで実は便秘だった、それで落ちつかないい

ろんな症状が出るというのって結構経験があって、それって聞いてもわからないじゃない

ですか。 

もちろん本人は覚えていないし、何か家族も、あまりそこに触れるとまた怒るからわか

らないとか、すごいそういうのがあって、でも、実を言うと救急で運ばれたら、おなかを

レントゲンを撮ったらすごい状態だったとか、そういうのってあるんですよ。だから、そ

の気分もだけど、基本的な排泄の習慣とか、それから入浴を嫌がり出した時期というのか、

それって認知症が進むすごいバロメーターみたいなので、本当にそういう基本的な生活の、

特にその辺って関係ありませんか。関係ありません？ と村松さんに聞いてもあれなんで

すけど。 

 それをこの家族の生活上の失敗というのではなくて、観察してもらっている事項として

はすごい大事な情報になってきて、私たち、救急で入院したというか、搬送された後で看

護のサマリーを持っていくときに、やっぱりそこらをかなり強調して病院に申し送らない

と、向こうは、そこはあまり注目されないみたいなところがあるんですね。その辺、どう

ですか。 
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【西本委員】  家族も、排泄って意外と把握していないですよね。 

【村松委員】  注意事項としては、うちの会に限って、ほかの会でもきっとやっている

と思うんですけれども、排便、排泄に関しては、後でもいいし、トイレを見てその跡があ

るかないかということでチェックしていきましょうということは話をしています。だから

先ほど言われたように、お医者さんにもきちっと自分の不安に思っていること、日常の変

化のことを言いましょう、伝えましょうということは絶えず言っていますけれども、全体

の介護者の会がそれをしているかと言われたら、ちょっと私もよくわからないんです。 

 ただ、排泄に関しては、家族が入りにくいのも確かにあるんです。それは、中期から後

期になっていけば大体かかわっていくので見えてくるんですけれども、初期から中期まで

の間というのがやっぱり感じとしては結構難しいものがあるかなと。家族もなかなか入り

にくいところではあるんですね。結構チャレンジしていかなきゃならない。疲弊していく

ところがそこに一番かかわってくるかなというふうに思います。 

【繁田部会長】  今の秋山委員のお話は、一回一回、トイレがあったかなかったかをチ

ェックするということではなく、例えば便秘とか、そういうこともご本人が自分で管理で

きなくなっているので、家族のほうがそれに対して気を配っているだけで随分と回避はで

きるのではないかということだと思います。何が原因だか分からないが、ここ１週間近く

徘回が続いている。そう言えば、この１週間、トイレで大きいほう行っていないらしい。

それなら浣腸してみようかということで、症状がすっときれいによくなったりすることも

あります。ですから、ご家族が、症状や生活上の失敗だけではなくて、他にも注意すべき

ポイントをいくつか具体的に挙げられるといいですね。 

 お願いします。 

【新井副部会長】  そのとおりだと思います。周辺症状といっても、身体的な問題等々

で増悪している部分があるんじゃないかということですよね。いつも外来で僕が聞くのは

３つ、食欲と睡眠と排便ですけど、この３つは一番、まずチェックしておくことじゃない

かなと思います。 

【繁田部会長】  一番その中で抜けやすいのはやっぱり排泄かもしれないですね。 

【新井副部会長】  そうですね、一番……。 

【繁田部会長】  夜寝られないでがさがさしていると家族は心配になりますし、ご飯も

目の前で一緒に食事をするので気がつきやすいと思います。トイレも進行した段階では、

介護者による後始末が必要になるので気がつきますが、中期の排泄は見落としがちですね。 
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【秋山委員】  私がなぜにここで言ったかというと、それが身体症状にあらわれて救急

の対応が要るときに、結構それが情報として漏れて、何か下剤を飲んでいる、そのお薬で

も推察はつくけれども、どうなっているのかわからない。行った先でいろいろとどうなっ

ていますかと聞かれてももう一つ、そういう家族情報も要るしみたいなところなので、こ

の気分の変化の前に、排泄とか食欲、睡眠、新井先生がおっしゃったのと、排便というか

そこも含めて本人の気分の変化というふうに、やっぱりそこは落としちゃいけない、身体

症状との医療との関係なので、すごく大事なことではないかと、認知症の人の行動と身体

状況とを絡んで考えるのに要るんじゃないかなと思って、ちょっとこだわって発言をして

います。 

【繁田部会長】  特にご異論がなければ、後々の家族の負担を増やさないために気をつ

けていただくということで、睡眠、排泄、食事の３点と気分の変化に関して早めに相談を

するということをここに加えたいと思います。ありがとうございました。 

 続きまして、５番の介護者の一時的な不在や限界を超えてしまった緊急時の対応に関し

ては、親会議で議論していただくということで、ここでは特に時間をとって取り上げるこ

とはしません。 

 ６番と７番、身体合併症の緊急時を避けるためには、と、周辺症状の緊急時を避けるた

めには、に関しては、早目に火を消そうという視点からどのような対応をすればよいのか、

今までいただいた議論をそのままここに落とし込もうと思います。ですから、関係者の役

割分担というところで、本人・家族のところに、「日ごろから、本人の様子に」と書いてあ

りますけれども、ここは睡眠、排泄、食事、それから、気分についても随時相談をするこ

ととなります。  

それから、周辺症状に関しても同様です。同じように、食事や睡眠など、ここにも繰り

返して書くことにします。それが順調にいくことで、どれだけたくさんの人が周辺症状に

至らずに済むかというのを、私も、秋山さんほどではありませんが、経験がありますので。 

 それでは、大体意見の一致が見られたと思いますので、先ほどご意見をいただきました

共通フォーマットと健康手帳の件に関して具体的にご意見をいただきたいと思います。紹

介状に関してはお気づきの点をご意見をいただいて、今、サポート医のフォローアップ研

修をやっていますので、そちらで最終的に詰めさせていただきたいと思います。 

 参考資料１、共通フォーマット（案）をご覧ください。先ほどもこのページを少しご紹

介しましたけれども、このような様式を考えています。必要最小限ですけれども、かかり
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つけ医から専門医に対しては、生活上の困難や、ご家族が対応で困っていることという欄

を設けて、専門医が治療あるいは対応するときに、生活上の困難な点などをより重視して

対応していただくということから、こういった項目を加えました。あとは基本的な情報で

す。 

 専門医からかかりつけ医という逆紹介型の場合には、どんな説明をしたのかということ

を入れました。告知の有無とか大げさな表現にしてしまうよりはこちらのほうがいいかな

と思いました。ご意見があればいただいて、サポート医フォローアップ研修のほうで詰め

たいと思います。 

【新井副部会長】  １ついいですか。 

【繁田部会長】  お願いします。 

【新井副部会長】  今の医療制度の中で、紹介状の加算が取れますね。それにこれが合

致して使えるような形ですよね。その確認だけです。 

【玉木委員】  内容、これを満たしていれば、要するにこの表題に診療情報提供書（認

知症の方のために）とかいうのをつけてもいいと思いますし、これはちゃんと算定できる

要件を満たしていると思います。 

【繁田部会長】  ありがとうございました。 

 私も算定ということで想定しておりました。 

【新井副部会長】  それでちょっと１ついいですか。それを満たす必要があるので、そ

うすると、こちらに、先ほど両方入れて使えるのがないかみたいな議論があった、手帳の

中に織り込んでというのは現実的には難しくなる、これが独立しないといけないから、こ

の手帳の中に織り込むというプランは難しいということになるかな。 

【繁田部会長】  診療情報の写しがそちらに行くということですか。 

【新井副部会長】  そうそう。先ほど、この紹介状は別にしないで、手帳の中に書き込

んで紹介するという案もあるという議論があったじゃないですか。そういう意味じゃな

い？ 

【繁田部会長】  失礼しました。説明が不足していたと思います。紹介する側・される

側の医療機関の間の情報を、ケアスタッフの方も共有できるといいのではないか。ただ、

個人情報の問題があるので、紹介状形式は難しいかもしれない。それならご議論いただい

た健康手帳での情報提供にしよう。医療機関から紹介するときに、健康手帳にも書いてお

き、ヘルパーさんにはちょっとこれに気をつけてもらおう、ということです。そうすると
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個人情報の管理の問題もクリアできますし、算定の問題にも触れないので、いいのではな

いかということです。 

 よろしゅうございますか。またお気づきの点がございましたら、ぜひご意見をいただけ

ればと思います。 

 それでは、健康手帳に移ります。既にご意見をいただいているので、初めからではなく、

今までいただいたご意見を踏まえ、認知症の方が受診したときでも困らないような内容を

今度の改訂に合わせて部会から提案し、東京都から各地域に提案させていただくというこ

とでいかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

【西本委員】  健康手帳、今、内容をぱらぱらと見せていただいたんですが、これはほ

とんど医療情報なんですよね。介護保険のほうのサービス内容だとかが入っているところ

が見られないので、もし改訂されるのであれば、その辺も少し、サービス事業者も書き込

めるような内容にしていただけたほうがありがたいかなと思うんですけど、そういうのっ

てやっぱりおかしいでしょうか。 

【繁田部会長】  先ほどの情報の中に、利用しているサービスのところ、ケアマネジャ

ー等の情報は必須だということになりましたので、提案させていただく中にはそれを含め

るということでよろしいのではないかと思いますが。 

【玉木委員】  その根拠法令が健康増進法であると、メタボだ何だという話になっちゃ

うんですね。だから、国が示すだろう大項目も満たしながら、その他みたいなところで、

後期高齢者の方の生活機能についても少し書き込めるとか、そういう意味でやるのか、そ

の辺を都のほうのやっぱりお考えも入れないとなかなかつくり込みにくいかなと思うんで

すけど、どうでしょうか。 

【事務局】  先ほどご説明しましたとおり、今年度から制度改正で、その詳細な要綱が

まだ示されていないところです。国庫が入っていますので、都の考え、区市町村の考えの

ほかに国の考えもどうしても必要になってくる部分があります。 

 健康手帳の様式ですとか内容についてどのように定められているかというと、「健康手帳

には、次の事項に係るページを設けることとする」というふうになっていまして、それが

必須です。１個が特定健診・保健指導の記録、もう１個が健康教育、健康相談、機能訓練、

訪問指導及び健康増進法に基づく健康増進事業の記録、その次が生活習慣病の予防及び健

康の保持のための知識、最後に、「医療に関する記録等必要と認められる事項」とあります。
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必要というふうに認められれば、ここに入れてもらうことも可能ではないかと思います。 

【玉木委員】  それでいきましょう、「その他の事項」がいいか。 

【秋山委員】  この「おぼえ」の一番後ろに介護保険の被保証ナンバーは一応入れてい

ますよね。 

【玉木委員】  書いてありますね。 

【秋山委員】  だから、全く無視されているわけじゃなくて、被保証は、一応番号は入

れるようにとなっているから、その使っているサービスとか、介護度とかを入れても別に

いいんじゃないかと思ったんですけど。 

【繁田部会長】  この健康手帳の目的は健康増進のためのということですね。認知症に

対してということではなく、認知症があったとしても健康増進のためにいろいろなサービ

スや情報を自分で管理できるようにという考え方であれば、すべての情報は可能だと思い

ます。認知症の人でも使えるようにそういう情報を入れるということにしたらよいのでは

ないかと思います。 

【新井副部会長】  項目として言うのであれば、服薬中の薬とかはもちろん書くところ

があるんでしょうけれども、禁忌薬とか、何かアレルギーとかも、これだけは医療上絶対

に見逃してほしくないというところはきちっとどこかでつくったほうがいいんじゃないで

しょうか。 

【秋山委員】  それはこっちにはあります、おくすり手帳。だから分けないで一緒にい

くかという。 

【村松委員】  １個になるといい……。 

【繁田部会長】  一緒のほうがいいですよね。この薬を飲んだときにこんなことがあっ

たということを手帳に書いておいてもらえると、気をつけるのは何かということがすぐに

分かります。それができれば一番初めか、一番終わりか、目立つところがいいですよね。 

【新井副部会長】  そうですね。あと、やっぱり合併症というのもきちっと出ていたほ

うがいいですね。 

【繁田部会長】  治療中の身体の病気ですね。それはおくすり手帳でいくのか、こちら

でいくのかとなりますね。おくすり手帳を見ると、飲んでいる薬で治療中のものがわかり

ますけれども、１冊にまとまったほうがいいですね。 

【玉木委員】  これは、薬剤管理料を取るための一つの必須ツールなので、薬剤師さん

たちは、これに飲んでいる薬を書くか張り込まなければならないから普及しているという
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のがあるので、そこに、これは薬剤師会がつくっているみたいだから、基本情報としてこ

っちの基本フォーマットと同じような情報を入れてもらうようにお願いするか、あるいは

シールみたいなのを配って、ぺたっと張ってもらうかというような次のステップが必要で、

これを一緒にするというのはなかなか難しいだろうと思いますね。 

【繁田部会長】  そうすると、健康手帳にさまざまな情報を盛り込むことを提案する方

向で議論していますが、治療中の病気のための薬に関して健康手帳に記載するかどうかで

すが、やっぱり二度手間になるとなかなか難しいので、それについては記入者の裁量にお

任せしましょう。 

【新井副部会長】  そうですね。薬の内容はおくすり手帳でもいいと思うんですが、や

っぱり禁忌薬とか、そのポイントだけ。 

【繁田部会長】  そうですね。それでは、ぜひ東京都から、一番初めか、一番終わりが

見やすいので、ぜひそこを提案していただきましょう。そのほか、いかがでございましょ

う。よろしゅうございますか。 

【秋山委員】  先ほどの共通フォーマット（案）のところも、身体疾患の治療状況とい

うのが、どちらかというとベースになる合併症というか、ベースになる疾病があって認知

症が出ている場合というのは、それが糖尿病だとか、そういうのがはっきり入るような格

好でないとまずいかなと思ったんですけどね。これって、それを意味しているわけですよ

ね。 

【繁田部会長】  関連性ということですか。 

【秋山委員】  ええ。 

【繁田部会長】  精神面で不安定になったときに、体の病気かどうか、まず診ていただ

いて、対応したけれどもやはりまだ不安定だというときに実際に紹介されることが多いと

思うんですね。例えば糖尿病と高血圧があるけれども、それについてはお薬を飲んで安定

している。けれども精神面で不安定なので、それに関する治療をしてほしい、と書いてい

ただくことが私のイメージとしてあります。おそらく最終的には、秋山委員と意図してい

るところは同じだと思うんですけれども、私のイメージはまず対応してください、まず疑

ってくださいという、その確認みたいなことですね。 

もう少し具体的に、症状との時間的な関係があれば、それについて記載するということ

ですか。あまり煩雑にはしたくないんですけどね。 

【秋山委員】  その辺は玉木先生、こういうフォーマットが出たときに、やっぱりフォ
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ローアップでもないですけど、お医者様たちに、こういうのが出るんだけど、書き方はこ

うですみたいな感じの……。 

【玉木委員】  これね、要するに書き方マニュアルを一緒にくっつければいいわけです

よ。 

【繁田部会長】  使う前にこれを見てもらって、使い勝手はどうか、それぞれのスペー

スのバランスも含めてご意見をお聞きすることはできますよね。 

【玉木委員】  例えば認知症サポート医の研修のときにフォーマットを提案して、これ

はどうかというようなことを聞くということも可能でしょうし、今、対応力向上研修をや

っていますから、その中でアンケートをとったりというようなことは可能だと思います。

基本的にはこういうのでいいと思うんですね。問題はここに何を書くかということ、診療

情報提供書って例えば医師会へ行って買ってくるんですよ。二重カーボンになっている冊

子、ぺらぺらというのを買ってきて使ったり、あるいは、例えば地域の中核病院がどうぞ

といって郵便で送ってくる場合もあるし、いろんなのがあるんですけど、国の言う様式を

満たしていればいいので、どういうふうにそれを今度配るかという問題はあろうかと思う

んですが、そのときに、例えばそれをびりっと破る表紙のところには書き方の要点が書い

てあるとか、こういう情報をぜひ盛り込んでくださいみたいなのをくっつけて冊子にして

やるとかいうと、すーっといくと思いますね。 

【繁田部会長】  できるだけ簡単にしたかったので、項目も、説明とかは入れていませ

ん。ですけど、もしかしたら意図したところと違うかもしれないので、できれば赤や青で

記載例があって、それがサンプルとしていつも見れるといいですね。 

【玉木委員】  何か表紙にちゃんと１個、書き方マニュアルじゃなくて、こういう情報

を書いてくださいみたいなのがくっついてもいいんじゃないですか。 

【秋山委員】  参考例みたいな。 

【玉木委員】  割り方はこれで、先生おっしゃるように、簡単なほうが逆に言うといい

んだと思います。それに何を書けるかのほうが基本的には問題なわけですから。そういう

のは、例えば医師会のほうでつくってみてもいいと思います。 

【新井副部会長】  基本的に私も賛成です。できたら、今、秋山さんもそう言いたいの

かもしれません、僕は、書く立場からすると、チェックがもうちょっとできて、あり・な

し、治療安定・不安定とか、何か介護保険の様式みたいにもうちょっとできれば、あとス

ペースがあればいいかなと思ったりしているんですけど。今、部会長が言ったようなのを
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もうちょっと何かできないですかね。身体疾患あり・なし、安定・不安定とか何か……。

書く立場からすると、なるべく省力化を提案したいです。 

【繁田部会長】  身体疾患あり・なしで、ありの場合には、括弧して具体的に何かとい

う。 

【新井副部会長】  治療安定とか、不安定とか、何かとか……。検討はお任せします。 

【繁田部会長】  １つご意見として、サポート医フォローアップ研修のほうでも検討し

ていただきましょう。 

 まだまだご意見があるかと思いますけれども、おおよそのところで一致してきたと思い

ますので、ここで中等度に関しては一区切りをつけさせていただきます。まとめて修正し

たものを次回のこの部会でお配りしたいと思います。ありがとうございます。 

 もう一点、今日の議論で大事なことがございまして、高度・終末期に関しての議論を始

めたいと思います。本格的には次回行うことになりますが、その資料作成と議論の仕方を

決めるに当たって、お諮りしたいことがございます。資料２をごらんください。一番右側

の案（１）、案（２）です。 

 どうしてこのような形でまず議論のやり方に関してご意見をいただくかといいますと、

真ん中に、今まで指摘されたさまざまな問題が挙げてあります。例えばご本人・家族の状

態に関する問題、それから、在宅にいらっしゃる方にかかわる問題、一方で、施設に入っ

ていらっしゃる方が抱える問題ということで、これをどうするかということです。まずは

案（１）として考えましたのは、どこでその方が生活をしていらっしゃるのか、生活をし

ている場ごとに検討するということです。在宅、それからグループホーム、有料老人ホー

ム。おそらく在宅とグループホーム、有料老人ホームは、医療職が常駐しているとは限ら

ないという点で、かなり近いと思います。それから、介護老人保健施設、特別養護老人ホ

ーム、病院と、３つないしは４つに生活の場を分けて議論するのが１つの方法だと思いま

した。 

 ただ、その一方で、高度・終末期になりますと、大きな周辺症状や身体症状の問題がな

く、そのほかの終末期、ターミナルの方とかなり似たような問題が多いのであれば、あえ

て認知症で在宅、認知症でグループホームという議論をせずに、高度・終末期の認知症の

方に起こりやすい問題ということで、特に分けずに幾つか課題を挙げていただき、それに

関して議論するのでもいいのではないかと。もっと極端に言いますと、通常のターミナル、

あるいは終末期と認知症で違うのかどうか、その違いを幾つか挙げられれば、その違いに
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ついて議論するのが一番合理的なのかなということに至った次第でございます。 

【玉木委員】  意見を言っていいですか。 

【繁田部会長】  どうぞ。お願いします。 

【玉木委員】  安藤先生の発言の時間をちょっと残していただきながら。僕は案（２）

でいいんじゃないかなと思いますけど。例えばぱっと、リビングウイルの問題だとか、そ

ういうのが通常の終末期の方との違いや、取り組んでおかなければいけない課題というの

を明示しておけばよろしいのではないかなと思うんですけど、それは秋山さんの考えに従

いたいと思います。 

【繁田部会長】  秋山委員に限らず、ほかの委員も発言をどうぞ。 

【秋山委員】  先ほども何度か出てきているんですけど、１と３、４なんですけど、こ

の２のところがすごく今、悩ましい状況ですし、在宅に近い多様な居住の場というのがや

っぱり拡大してきていて、それをどうこうするかというよりも、やっぱり高齢者のターミ

ナルをどう考えるかというところに尽きるのではないかと私も思うので、案（２）のほう

がいいのではないかなと思います。 

【繁田部会長】  それでは、まずそれで整理をして議論を進めさせていただくというこ

とで、よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございました。 

それでは、残りの時間で、安藤先生から御発言をいただきたいと思いますけれども、少

しだけ前置きをさせていただきます。いわゆる救急時、緊急時の対応として、療養病床に

期待してもいいのではないかという意見がありました。安藤委員ご自身からも、すべてで

はないけれども、それが可能な医療機関もあるだろうと。先ほどの議論では、自宅で見て

いるにはちょっと心配だが、救急病院にすぐ入って、濃厚な治療を受けるほどでもない、

そういう人を療養病床が協力していただいて、医学的管理をしつつ経過を観察するという

ことがあると、ご本人にとっても、ご家族にとっても、かかりつけ医にとってもいいので

はないかと。 

 その一方で、逆に、グループホームや有料老人ホームなどの施設に医療がもっと入れれ

ば、生活の場に近い形で身体管理もできるのではないかという意見もありました。これは

今の制度では難しいので、将来の課題ということで、ただ、それは望ましい将来の方向と

してあるだろうという提案はさせていただくことになりました。 

 ですので、安藤委員にお聞きしたいのは、療養病床に関していかがでしょうかというこ

とでございます。 
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【安藤委員】  わかりました。どうも遅参して申しわけございませんでした。先程まで

東京都医師会で救急委員会をやっておりまして、そこでも、救急患者さんで認知症を持っ

ている方をどうするんだ、あるいは、精神障害を持っていらっしゃる方をどうするんだと

いうことで、今日、２時間の予定が３時間以上盛り上がっていまして、同じことをいろん

な角度から考えられているのかな、悩まれているのかと思いました。 

 療養病床なんですけれども、介護保険の療養病床は平成２３年度末で廃止ということで、

残る療養病床は医療保険の療養病床があるんですけれども、そこのマンパワーを見ていて

も、看護師さん２０対１、ヘルパーさん２０対１で、合わせて１０対１ということで、急

性期病院のオーソドックスな病棟とマンパワー的にはあまり変わらないと。要するに療養

病床というのは、総人数的にはマンパワーは変わらないんですけれども、看護よりも、見

守りの部分が必要だということでそういうふうな人員配置になっていると思います。全国

の療養病床の協会でも、今後、認知症の方の受け入れ、あるいは、救急病院に行かなくて

も済むような、ちょっと具合の悪い方の受け入れということは使命として、存在価値とし

てやっていく必要があるんじゃないかというふうに訴えておりますので、ちょうどいい、

まさに合致しているのではないかと思っています。 

 あとは、老人保健施設のほうも、玉木先生が相当かかわっていらっしゃいますけれども、

同じようなコンセプトで今いろいろと対応もされているので、さらに医療必要度の重さ、

軽さでもって２つの施設を使い分けるという方法もあるのかなと思っております。 

 あと、先ほど先生がおっしゃった、介護施設、特養とか老健とか、あるいは有料老人ホ

ームなんかに医療チームが行って対応するという考えもあると思います。 

【繁田部会長】  秋山さん、グループホームなどへの訪問診療ということですよね。 

【秋山委員】  訪問看護が入れないんです、がん以外は。グループホームというのは、

それだけで全部介護報酬がそこについていますので、往診はオーケーなんだけど、特別に

契約して毎月幾ら幾らという、契約のもとで定期に訪問する、そういう仕組みは認められ

てはいますが、実際は進んでいないので入れないんですよね。入れないというか、向こう

がオファーがない限り入れないので。 

【繁田部会長】  将来的には、自宅にいて具合が悪い方を、施設に短期で入所させて、

そこで訪問診療するということがあり得るのか。 

【安藤委員】  あったほうがいいでしょうね。違う例ですけど、フランスなんかでは、

緩和ケアの病棟だけじゃなくて、緩和ケアをやるモバイルチームというのがあって、医師



 -32-

と看護師さんとか、そのチームが他の病棟に行って、そのノウハウを提供して、また帰っ

てくるようなことをやっているんですって。だから、そういうふうなことを応用して、モ

バイルチームを東京都さんのほうでシステムをつくって……。 

【秋山委員】  がんだと行けるんですよ。でも、がんでなければ行けないので、そこが

今のところなかなか難しいところですね。なので、変な話、中等度の方が緊急で受診して、

それで一応診断がついて方向がわかったんだけど、ここで、うちでは入院というのはちょ

っと無理で、でも、家に帰してもこれはちょっとまだ安定しないから、そこで療養病床と

いう考え方があるんだけれども、それを認知症の方の生活介護に非常になれたグループホ

ームなどがショートステイ的にやって、そこに医療が入り込む形というのはないかという

話を先ほどちょっとしたんですね。 

 そういう地域の中にある資源を有効的に活用して、そこからまた在宅に戻ってくるとか、

そこで少し考える期間があるので次のところを考えるとかというのが、途中のというか、

本当にそれが使えれば私たちもそこへ行けるけれども、今は行けないので、結局、病院に

お願いせざるを得なかったりして病院も困っているという状況だから、そういうところが

うまいこと組み合わさっていけないかなというふうに先ほどちょっと申し上げたんです。 

【繁田部会長】  今すぐに実現というのは制度的に困難であるということを加えた上で、

生活に近い場で医療の管理を受けられることが非常に望ましい、ということをこの部会か

ら提案させていただきましょうということです。 

【安藤委員】  療養病床から訪診に行くということですね。 

【繁田部会長】  医療機関は、必ずしも療養病床に限らなくてもいいですけれども。 

【安藤委員】  それはぜひ、今それは大きな問題になっていて、国の方針だと、在宅療

養支援診療所から、在宅とか有料老人ホームには、往診、訪問診療をしていこうというこ

となんですけれども、在宅療養支援診療所だけではやはりなかなか数的にも少ないし、な

かなか高年齢の方も多いので、今後は在宅療養支援中小病院みたいなのが頑張っていく必

要があるんじゃないかということは、非常に中医協の中でも議論されているし、ですから、

あと、皆さんが後ろから押していただければ、やがて、国のほうも、もし在宅がそれで進

まなければ、中小病院とか療養病床にやらせようという考えも少しはあると思うので、ぜ

ひ提言をしていただければありがたいんじゃないですかね。 

【繁田部会長】  ありがとうございました。 

 最後にもう一点だけ。療養病床で受け入れていただくときに、どこにお願いするかとい
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うので、当番のような形で協力していただく病床があらかじめわかっていて、というのは

可能でしょうか、あり得る方法でしょうか。 

【安藤委員】  療養病床の場合は満床のところが多いというようなことで、それだと役

に立たないじゃないか。そうであれば、救急病院のように幾つかのグループを組んで、そ

こでベッド状況を把握しながら、何かそういう患者さんがいたらお引き受けしようという

ことは可能だと思います。 

 というのは、これも明日、その件で杏林大学の救急の教授の島崎先生に会いにいくんで

すけれども、今、全国の療養病床の会でどういうことをやっているかというと、これは急

性期との関連ですけど、救急病院さんと密な連携をとっていこうと、そのためには全国で

地域を分けて、救急病院さんと療養病床さんのマッチングをしていこうと、マッチングマ

ップをつくっていこうということを全国的にやり始めようということなので、絶対にその

議論の中には輪番制の問題も入ってくるでしょうし、その中に認知症というものは避けて

通れないものですから、救急病院さんで療養病床に送りたいのは、やっぱり合併症、認知

症とかそういうような精神合併症、精神はちょっと療養病床では無理かもしれませんけど、

認知症ですよね、そういう方が一番のメーンになりますので。ですから、そういう意味で

は非常にこの議論もいい時期じゃないですかね。ちょうどマッチしています。 

【繁田部会長】  ありがとうございました。 

 課題についてはご意見をいただいて、整理できたと思いますので、マイクを事務局にお

返ししたいと思います。 

【坂本幹事】  長時間にわたります議論、ありがとうございました。 

 時間が大分押しておりますが、事務局のほうから１点だけ報告させていただきたいと思

います。去る９月１７日に認知症のシンポジウム、「認知症と向き合う『認知症の告知』を

中心に」という題でございますが、開催いたしました。繁田部会長に、基調講演としまし

て、認知症の基本的な説明の後、告知を受ける立場から寄せられることが想定されるさま

ざまな思いへの回答という形で、告知とは何なのか、また、告知をめぐる現状についてわ

かりやすく説明していただきました。また、その後に行われましたパネルディスカッショ

ンの中では、繁田部会長をコーディネーターに、認知症の方のご家族ですとか、医師、法

律家、介護事業者、家族会を支援するＮＰＯの代表者など、さまざまな関係者をパネリス

トとして迎えまして、認知症の告知のあり方、ご本人やご家族に対する支援のあり方を中

心に意見交換を行いました。当日は３００名以上の方が参加されまして、非常に盛況でご
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ざいました。 

 ここから先は事務的な連絡をさせていただきます。本日お配りしました資料の取り扱い

でございますが、冒頭申し上げました席上配布のもの以外はすべて公開とさせていただき

ます。ただ、席上配布１の中の「これまでの議論のまとめ」につきましては、本日の議論、

いろいろご意見等をいただきました。その議論を踏まえまして、必要な修正を行った上で

公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 特に異論等もないようですので、席上配布１につきましては、修正作業が終了次第、公

開とさせていただきます。また、本日の議事録につきましても、前回と同様、委員の皆様

に事前にご確認をいただいた上で公開とさせていただきたいと考えております。 

 次に、次回の日程でございます。次回の会議、９回目を迎えますが、来年１月中旬から

下旬ということで予定しております。先日、送付させていただきました開催通知に日程調

整用紙を同封しております。本日、受け付け時に提出されていない方は、できればお帰り

の際に事務局のほうにお渡しいただくか、後ほどファクス等でお送りいただければと考え

ております。日程につきましては、できるだけ多くの委員の方にご出席いただけるよう調

整の上、改めてご連絡させていただきますので、次回もよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれにて散会といたします。長時間にわたりましてありがとうござい

ました。 

【繁田部会長】  お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


